
亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和５年１２月２０日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市条例第２４号 

 

亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年亀山市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与の特例等） 

第７条 第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定

任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

（特定任期付職員の給与の特例等） 

第７条 第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定

任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ３８０，０００円 

２ ４２７，０００円 

３ ４７７，０００円 

４ ５３９，０００円 

５ ６１５，０００円 

６ ７１８，０００円 

７ ８３９，０００円 
 

号給 給料月額 

１ ３７６，０００円 

２ ４２２，０００円 

３ ４７２，０００円 

４ ５３３，０００円 

５ ６０８，０００円 

６ ７１０，０００円 

７ ８３０，０００円 
 

［２～５ 略］ ［２～５ 略］ 

（特定任期付職員の給与条例の適用除 （特定任期付職員の給与条例の適用除



外等） 

第８条 ［略］ 

外等） 

第８条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

３４条及び第４４条の規定の適用につ

いては、給与条例第３４条第１項中「 

管理職手当の支給を受ける職員が」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び亀山市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成２８年亀山

市条例第２号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員が」

と、「当該職員」とあるのは「これら

の職員」と、給与条例第４４条第２項

中「１００分の１２０」とあるのは「 

１００分の１６５」、「１００分の 

１２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

３４条及び第４４条の規定の適用につ

いては、給与条例第３４条第１項中「 

管理職手当の支給を受ける職員が」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び亀山市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成２８年亀山

市条例第２号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員が」

と、「当該職員」とあるのは「これら

の職員」と、給与条例第４４条第２項

中「１００分の１２０」とあるのは「 

１００分の１６５」とする。 

（特定業務等従事任期付職員の給与条

例の適用除外等） 

（特定業務等従事任期付職員の給与条

例の適用除外等） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 

３ 任期付短時間勤務職員に対する給与

条例第２８条第２項第２号、第３５条

第３項及び第５４条の規定の適用につ

いては、給与条例第２８条第２項第２

号、第３５条第３項及び第５４条中「 

定年前再任用短時間勤務職員」とある

のは、「任期付短時間勤務職員」とす

る。 

３ 任期付短時間勤務職員に対する給与

条例第１１条、第２８条第２項第２号

及び第３５条第３項の規定の適用につ

いては、給与条例第１１条、第２８条

第２項第２号及び第３５条第３項中「 

短時間勤務職員」とあるのは、「任期

付短時間勤務職員」とする。 



備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

第２条 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

第８条 ［略］ 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

第８条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

３４条及び第４４条の規定の適用につ

いては、給与条例第３４条第１項中「 

管理職手当の支給を受ける職員が」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び亀山市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成２８年亀山

市条例第２号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員が」

と、「当該職員」とあるのは「これら

の職員」と、給与条例第４４条第２項

中「１００分の１２２．５」とあるの

は「１００分の１７０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

３４条及び第４４条の規定の適用につ

いては、給与条例第３４条第１項中「 

管理職手当の支給を受ける職員が」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び亀山市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成２８年亀山

市条例第２号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員が」

と、「当該職員」とあるのは「これら

の職員」と、給与条例第４４条第２項

中「１００分の１２０」とあるのは「 

１００分の１６５」、「１００分の 

１２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日

から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 



（１）第１条の規定による改正後の亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（ 

以下「改正後の任期付職員条例」という。）第７条の規定 令和５年４月１日 

（２）改正後の任期付職員条例第８条の規定 令和５年１２月１日 

（令和５年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給） 

３ 令和５年４月１日から第１条の規定の施行の日（次項において「施行日」という。） 

の前日までの間において、第１条の規定による改正前の亀山市一般職の任期付職員の 

採用等に関する条例（次項及び第５項において「改正前の任期付職員条例」という。） 

第７条の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける

号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の任期付職員条例第７

条の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。 

（施行日から令和６年３月３１日までの間における異動者の号給の調整） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間において、改正後の任期付職員条例第７条

の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給に

異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異

動について、まず改正前の任期付職員条例第７条の規定が適用され、次いで当該適用

又は異動の日から改正後の任期付職員条例第７条の規定が適用されるものとした場合

との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整

を行うことができる。 

（給与の内払） 

５ 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付職員条

例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 


